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経済連携協定(EPA)看護師候補者の
医療就労における位置づけ

一外国人医師･外国人看護師･外国人准看護師の医療就労の現状一

人間社会環境研究科人間社会環境学専攻

加藤敬子

要旨

本研究では，経済連携協定（以下「EPA｣)に基づく外国人看護師候補者（以下「EPA看護師

候補者｣）への学習支援を考えるにあたり，現在の日本の医療現場における外国人医師，外国人

看護師，外国人准看護師の就労（以下「医療就労｣）の現状を把握するものである。

外国人が日本で就労するためには，在留資格が必要である。そこで，まず，「出入国管理及び

難民認定法」（以下「入管法｣）で規定されている在留資格について述べ，そのうち，医療就労に

関係する在留資格「医療」と「特定活動」について現状を把握した。その上で，外国人が医療就

労をする場合について,外国人医師,外国人看護師,外国人准看護師のそれぞれの免許取得方法や，

在留資格などについて述べた。その結果,EPAに基づく看護師候補者は，日本語力の点で他の

医療職とは異なっていることが明らかとなった。一般の外国人が日本で「医療」の在留資格で就

労するためには，日本での国家資格を取得する必要があり，その際，日本の中学校および高等学

校を卒業していない場合は,すべての職種において，日本語能力試験Nl合格が課せられている。

一方,EPA看護師候補者は，入国の際の日本語力のみで，看護師国家試験受験時の日本語力は

問われていない。このことが，看護師国家試験の合格率や就労現場で様々な影響を及ぼしている

可能性がある。また,EPAの在留期間の延長や准看護師試験受験の機会が与えられたことにより，

3年間で看護師資格が取得できなければ帰国を余儀なくされるというEPA締結当初の状況とは

異なっていることが明らかとなった。
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Ageement(EPA).

InordertoworkinJapan,non-Japanesenationalsarerequiredtoobtainavisa.Therefbre,Iinvestigated

theculTentstamsofvisasprescribedbythe6GImmigationControlandRefilgeeRecognitionAct,''i.e､,the

MedicalServicesVisaandDesignatedActivitiesVisa.Furthennore,Idescribedtheindividuallicensesand

visasrequiredfbrfbreigldoctors,nurses,andauxiliarynurses.Ifbundthatnursingcandidatessponsored

throughEPAweredifferentfromothermedicalworkersintennsofJapaneselanguageability.Inorder

fbranon-nationaltoengageinmedicalworkinJapan,heorshemustacquirespecificqualifications・For

instance,apersonwhohasnotgraduated廿omaJapanesejuniorhighschoolorhighschoolisrequiredto

passtheNlleveloftheJapaneseLanguageProficiencyTもst(JLPT).Nursingcandidatesarerequiredto

takeaJapaneselanguageabilitytestbefbrecomingtoJapan,butthesameisnotcompulsoIywhentaking

theNationalNursingExamination.Thismayhaveiniluencethepassrateoftheexamination,aSwellas

theworkstamsoffbreignapplicants・Moreover,theprolongationoftheEPAperiodandwhichanEPA

candidateisallowedtotaketheAuxiliaryNursingExaminationhashelpednursingcandidatesascompared

totheprevioustennsofEPAthatfbrcedcandidatestoretumtotheircountryiftheydidnotpassthe

examinationwithin3years.

Keyword

Medicalwork,Foreigndoctors,EconomicPartnershipAgreement(EPA),EPANursingCandidates

1．はじめに

日・インドネシア経済連携協定に基づき2008年

度から，日・フィリピン経済連携協定に基づき

2009年度から，日・ベトナム経済連携協定に基づ

く交換公文に基づき2014年度から，毎年，日本に

外国人看護師候補者・外国人介護福祉士候補者が

入国し，受け入れ施設で就労している。在留資格

は「特定活動」であり，業務内容は看護師，介護

福祉士の補助業務である。なお,EPAについて

述べる際には，外国人看護師候補者と外国人介護

福祉士候補者とを同時に扱うことが多いが，本論

文においては，外国人看護師候補者のみを扱うこ

ととする。

日本ではこれまで在留資格にある職種以外は，

基本的に外国人を受け入れておらず，非熟練労働

者も受け入れていない。しかし，少子高齢化によ

る労働力不足を背景に，経済の連携強化という形

で，「人」と「物」の移動が生じ，看護師補助業

務という在留資格外の業務に外国人を迎えること

となった。布尾(2016)が,｢EPAに基づく看護

師・介護福祉士候補者の受け入れは，医療・福祉

関係の外国人労働者の大規模な受け入れである。

また，候補者に定住への道を開いた点で，日本の

出入国管理政策上の大きな転換点といえる｡」と

述べている!)ように,EPA締結当初は，一般の外

国人看護師は，研修目的，または，7年間という

制限付きでの就労しか認められていなかった。し

たがって，せっかく国家資格を取得しても期限が

来れば帰国せざるを得なかったが，その後(2010

年)，一般の外国人看護師の就労期間制限も撤廃

されることとなった。

さらに,EPA看護師候補者の場合は，後述す

るように，看護師国家試験が不合格で帰国した場

合，再受験目的で来日する仕組みができており，

日本での医療現場への関わり方にも多様性が出て

きている。2008年度の受け入れから9年経過した

現在,EPA看護師候補者が国家資格を取得し看

護師業務に就く者も増えてきている。今，医療現

場はEPA看護師候補者を受け入れたことによっ

てどのような状況になっているのだろうか。

これまでの研究では，主なものにEPA制度や

移民政策に関する安里(2010)奥島(2010,2012)
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の研究，看護師国家試験の漢字・語彙や文型に関

する池田(2011)岩田(2014)岩田・庵(2012)奥

田(2009,2011)斎藤(2010)の研究，看護師国

家試験の支援内容に関する池田・深谷他(2010)

岩田・小原(2011)加藤(2013,2016,2017a,

2017b)の研究，看護師資格取得後の就労におけ

る困難点に関する岡田・佐々木他(2017)岡田・

宮崎（2012）の研究など，様々な方面から研究が

なされている。しかし，日本において外国人が医

療現場で就労するための資格取得方法や，在留資

格，日本語力についてまとめた研究は見受けられ

ない。そこで，本研究では，外国人の医療就労の

実態を整理し，その中でのEPA看護師候補者受

入れの現状を明らかにし，今後のEPA看護師候

補者への支援に反映することを目的とする。

なお，本論文では，各用語を下記のように定義

する。

｢EPA｣･．・・・・日・インドネシア経済連携

協定,日・フィリピン経済

連携協定，日・ベトナム経

済連携協定に基づく交換公

文

｢EPA看護師」・・・EPAに基づき来日し，日

本の看護師国家試験に合格

した正看護師

表1在留資格一覧

｢EPA看護師候補者」･EPAに基づき来日し，日

本の看護師国家試験合格前

の者

｢EPA准看護師」・・・EPAに基づき来日し，日

本の看護師国家試験合格前

の者で，准看護師試験に合

格した者

｢EPA介護福祉士」・・EPAに基づき来日し，日

本の介護福祉士国家試験に

合格した介護福祉士

｢EPA介護福祉士候補者」・EPAに基づき来日し，日

本の介護福祉士国家試験合

格前の者

｢外国人看護師」・・・日本の看護師国家試験に合

格した正看護師で,EPA

に基づく者以外の外国人

｢外国人准看護師」・・日本の准看護師試験に合格

した准看護師で,EPAに

基づく者以外の外国人

2．外国人が日本に入国するための在留資格

外国人が日本に滞在するためには，在留資格を

取得しなければならない。入管法で定められてい

る在留資格は,現在27種類あり,入管法以外にも，

2016年4月現在

在留資格

(1) ①外交，公用 教授1
教育

芸術，宗教，報道，高度専門職経営･管理，法律･会計業務，
就労が認められる在留

資格
(18種類）

(2)

原則として就労が認め
られない在留資格
(5種類）

(3)

就労に制限がない在留

資格

(4種類）

医療

実習
研究 技術・人文知識・国際業務，企業内転勤， 函

一一

グー

付， 技能，技能

②特定活動(EPA看護師候補者,EPA看護師,EPA介護福祉士候補者,EPA介
護福祉士，外交官等の家事使用人，ワーキング・ホリデー，等）

文化活動，短期滞在，留学，研修，家族滞在

※原則として就労は認められないが，「資格外活動許可」を取得することにより，
制限の範囲内でアルバイトをすることが可能となる。

永住者（法務大臣から永住の許可を受けた者。但し，特別永住者を除く｡）

日本人の配偶者等（日本人の配偶者・子・特別養子）

永住者の配偶者等（永住者・特別永住者の配偶者，及び日本で出生し引き続き在留
している子）

定住者（インドシナ難民，日系3世，外国人配偶者の連れ子等）

入国管理局「在留資格一覧表」を参考に，筆者作成。
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入管特例法により1945年以前から日本にいる外国

人等を対象とした「特別永住者」という在留資格

がある。

在留資格を取得せず日本に滞在すれば，不法滞

在となり,刑罰や強制退去の対象となる。ただし，

日米地位協定により，アメリカの軍人軍属やその

家族は査証なしで日本に滞在することができる。

入管法で定められている27種類の在留資格は，

就労の観点から，(1)就労が認められる在留資格，

(2)原則として就労が認められない在留資格，(3)就

労に制限がない在留資格に大別できる。詳細を表

lに示す◎

表lより，医療就労の対象となる外国人は，（1）

-①在留資格「医療｣，(1)-②在留資格「特定活

動」のEPA看護師およびEPA看護師候補者,(3)

就労に制限がない在留資格に属している者である

ことがわかる。

S.医療就労について

日本に在留している外国人は，法務省ホーム

ページによると,2016年6月末現在で，総数

2,765,267人である。そのうち(1)-①在留資格「医

療」は1,340人であり,(1)-②在留資格「特定活動」

のEPA対象者は2,627人である。この2つの在留

資格について見ていく。なお，(3)就労に制限がな

い在留資格に属している者は，永住者713,604人，

日本人の配偶者等139,746人，永住者の配偶者等

29,900人，定住者164,880人であるが，その内訳は

不明であり，医療就労者が含まれている可能性が

あるが，その実態は把握できないため，今回は除

外する。

表2在留資格「医療」の上位6位までの国・地域

総数 中国 韓国

総数（人） 2,765,267 830,385 510,669

｢医療」（人） 1,340 1,050 125

法務省「在留外国人統計」より抜粋し，筆者作成

3．1在留資格「医療」

在留資格「医療」は，入管法で就労が認められ

ており，日本で行うことができる活動としては，

医師，歯科医師，その他，法律上資格を有する者

が行うこととされている医療に係る業務に従事す

る活動となっている｡医療に属する職種としては，

医師，歯科医師，薬剤師，保健師，助産師，看護

師，准看護師，歯科衛生士，診療放射線技師，理

学療法士，作業療法士，視能訓練士，臨床工学技

士または義肢装具士がある。在留資格「医療」を

取得するためには，在留ごとに規定されている要

件を満たし，日本での就労先を確保しなければな

らない。さらに，日本人が従事する場合に受ける

報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することが

定められている。

また，在留資格「医療」に属する職種に該当す

る資格を取得するためには，全職種において，日

本語能力試験N12)と日本の国家試験（准看護師

は知事試験）に合格していなければならない。な

お，日本での受験資格を満たしていれば，母国で

の資格取得の有無は問われない。日本で「医療」

の在留資格で就労している外国人は1,340人いる

が，医師，歯科医師，薬剤師，保健師，助産師，

看護師,EPA看護師，准看護師,EPA准看護師，

歯科衛生士，診療放射線技師，理学療法士，作業

療法士，視能訓練士，臨床工学技士，義肢装具士

の総数であり，内訳は不明である。

国別に見ると,1,340人中，中国が1,050人と圧

倒的に多く「医療」の在留資格の78.4％を占めて

いる。上位6位までの国・地域を表2に示す。

次に,2006年から2016年6月までの「医療」の

在留資格で就労している外国人の推移を表3に示

す。

(2016年6月末現在）

インドネシア フィリピン 台湾 ベトナム

50,478 251,932 125,184 180,174

72 25 22 9
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表3在留資格「医療」で就労する外国人の推移

2006 2007 2008 2009 2010

｢医療」（人） 138 174 199 220 265

法務省「在留外国人統計」より抜粋し，筆者作成

表3より，在留資格「医療」の外国人が,10年

間で約10倍に増えていることがわかる。後述する

ように，看護師候補者の在留資格は「特定活動」

であり,EPAの期限内に看護師資格を取得でき

なければ帰国せざるを得ないが，その間に准看護

師資格を取得していれば帰国せず，「医療」の在

留資格で期間に制限があるものの就労することが

できる。看護師候補者に准看護師試験受験の許可

が出た2012年から年々「医療」の在留資格者が大

幅に増えているのは，准看護師が増えているから

だと推測できる。

3.2在留資格「特定活動」

在留資格「特定活動」は，他の在留資格に該当

しないが申請することによって，法務大臣が日本

での活動を許可した場合にその範囲内で活動する

ことができる在留資格である。「特定活動」では

収入を得ることができる。「特定活動」のうち，

EPA対象者を表4に示す。EPA対象者は,EPA

看護師候補者とEPA看護師およびEPA介護福祉

士候補者とEPA介護福祉士が含まれているため，

EPA看護師候補者およびEPA看護師だけの正確

な就労数を把握することは出来ないが,2016年6

月入国までのEPA対象者の入国数は,EPA看護

師候補者がEPA介護福祉士候補者の約3分の1

程度である。また，後述するようにEPA看護師

候補者は看護師免許あるいは准看護師免許を取得

表4在留資格「特定活動」のうち,EPA対象者

総数

｢特定活動」総数（人） 2,765,267

｢特定活動」EPA対象者（人） 2,627

法務省「在留外国人統計」より抜粋し，筆者作成

2011 2012 2013 2014 2015 2016.6月まで

322 412 534 695 1,015 1,340

後，在留資格を「医療」に変更する場合がある

ため，表4の「特定活動」のEPA対象者数のう

ち，約4分の1から3分の1の650人から850人が

EPA看護師候補者およびEPA看護師であると推

測することができる。3.1で見たように，在留資

格「医療」の1,340人が医療職の総数であること

と比較すると，在留資格「特定活動」のEPA看

護師候補者およびEPA看護師が医療現場で多数

就労していることは明らかである。

4．外国人と医療就労

本章では，外国人が医療就労する場合について

見ていくが，その前に，日本の看護師資格につい

て述べる。日本には，看護師資格が2種類存在す

る。1つは正看護師であり，もう1つは准看護師

である。両者の違いを表5に示す。なお，正看護

師は「看護師」と記し，准看護師は「准看護師」

と記載する。表5より，看護師と准看護師とで

は，教育時間，免許，および法律上の位置づけに

おいて，大きな違いが見られ，業務内容も准看護

師は,医師，歯科医師，看護師の指示のもとに行

われることが明記されている。さらに，准看護師

から看護師の資格を取得するためには，2年の看

護専門教育を受ける必要があることから，准看護

師は看護師より下の資格として位置づけられてい

ることがわかる。

(2016年6月末現在）

インドネシア フィリピン ベトナム

50,478 251,932 180,174

1,062 1,101 464
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表5看護師と准看護師の違い

入学
要件

教育

免許

業務に

関する

法律上

の位置

づけ

看護師

高校卒業

3000時間

(97単位）

厚生労働大臣の免許

｢傷病者，若し<は

じよく婦に対する療

養上の世話又は診療

の補助を行うことを

業とする」

准看護師

中学校卒業

1890時間

都道府県知事免許

｢医師，歯科医師又

は看護師の指示を受

けて，前条に規定す

ること（傷病者，若

し<はじよく婦に対

する療養上の世話又

は診療の補助）を行

うことを業とする」

日本看護協会｢看護師と准看護師の違い｣より，一部転用

それでは，外国人が日本で医師，看護師，准看

護師として就労する場合に，どのようなケースが

あり，現状はどうなのかを見ていく。まず,4.1

において外国人医師の場合について述べ，4．2で

は外国人看護師，4．3で外国人准看護師の場合に

ついて述べる。

4.1外国人医師の場合

「医師法」では，日本の医師免許を保有してい

ない外国人医師が医療行為をすることは，禁じら

れている。そこで，まず外国人が日本で医師免許

を取得する方法を述べ，その後，日本の医師免許

がなくても診療が認められている場合について，

特例として述べる。

4.1.1外国人が日本で医師免許を取得する方法

①日本の大学の医学部を卒業後，医師国家試験

に合格

外国人が日本人と同様に，学校教育法（昭和22

年法律第26号）に基づく日本の大学において，医

学の正規の課程を修めて卒業後，医師国家試験に

合格し，医師免許を取得する。以前は，日本の医

師免許を持つ外国人医師は，へき地での診療や大

学卒業後6年以内の大学付属病院などでの研修に

限られていたが，現在ではそうした条件は撤廃さ

れている。在留資格は「医療」である。ただし，

在留資格が「定住者」などのケースは，医師免許

取得後の在留資格が「医療」でない場合がある。

②医師国家試験受験資格認定後，医師国家試験

に合格

外国において医学校（医学部）を卒業した者，

または医師免許を取得した者が日本で医師国家試

験を受験するためには，厚生労働大臣から医師国

家試験受験資格認定を受けなければならない。医

師国家試験の受験資格認定は，外国での医学校の

就業年数や，医学校卒業後の該当国の医師免許取

得の有無などが審査され，結果としては,(1)医

師国家試験受験資格を認定される場合，(2)医師国

家試験予備試験の受験資格を認定される場合，（3）

受験資格が認められない場合の3通りの場合があ

る。（図1参照）

(1)の場合は，書類審査後，日本語診療能力調査

が行われ，日本語を用いて診察するために十分な

能力を有しているか否かを調査される。書類審査

と日本語診療能力調査の両方の基準を満たせば，

医師国家試験受験資格が認定され，医師国家試験

に合格すれば日本の医師免許が付与され，日本で

厚生労働省「医師国家試験受験資格認定について」を参考に，筆者作成

図1外国人が医師国家試験を受験する方法
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診療を行うことができる。

(2)の場合は，医師国家試験予備試験受験資格が

認定される場合であり，2種類の方法がある。1

つは，書類審査の基準を満たしているにもかかわ

らず，日本語診療能力調査で基準に達しなかった

場合,医師国家試験予備試験受験資格が認定され，

医師国家試験予備試験を受験する（(2)－，)。も

う1つは，書類審査の結果，医師国家試験予備試

験受験資格認定を受け，医師国家試験予備試験を

受験する（(2)－2)。どちらの場合も予備試験に

合格後，さらに,年以上の診療及び公衆衛生に関

する実地修練後'医師国家試験受験が可能となる。

医師国家試験受験に合格すれば日本の医師免許が

付与され，日本で診療を行うことができる。

なお，受験資格認定審査には，日本の中学校及

び高等学校を卒業していない者については，日

本語能力試験N12)(日本語能力試験，級を含む）

の認定を受けていることと明記されている。

4.1.2日本の医師免許がなくても診療が認められ

ている場合（特例）

①臨床修練制度

「外国医師等3)が行う臨床修練等に係る医師法

第十七条等の特例等に関する法律」において，医

療に関する知識及び技能の修得を目的として入国

した外国人医師が，臨床修練病院等において臨床

修練指導医の指導監督の下に業務を行うことが許

可されている。ただし，外国人臨床修練制度は，

日本の医師免許を与えるための制度ではない。ま

た，診療などの医療行為に対する報酬を得ること

はできない。日本語力に関しては，臨床修練を行

うのに支障のない日本語等の能力を有することと

なっている。在留資格は「研修」である。

②被災地における医療支援

国内被災地において，日本の医師免許がない外

国の災害派遣医療チームなどの医師の医療行為が

認められることがある。1995年の阪神・淡路大震

災,2011年の東日本大震災で例外として認められ

た。

③二国間協定（医師資格）の特例措置

二国間協定は，イギリス，アメリカ，フランス，

シンガポールの4か国と締結しており，日本に居

住・滞在する外国人を対象に，日本の公的医療保

険を利用しないこと等’一定の条件の下で医療行

為を行うこととなっている。この場合の医師免許

を取得するためには，医師法の規定による受験資

格認定を受ける必要があり，学力および技能とも

に日本の医学部卒業生と同等以上であると認めら

れた上で，英語で実施される医師国家試験に合格

しなければならない。なお，診療対象が外国人で

あることから，日本語力に関する記載は見受けら

れない。

4.2外国人看護師の場合

外国人が日本で看護師として就労する場合も，

医師同様，日本の国家資格を取得しなければなら

ない。

そこで，まず，4.2.1で一般の外国人が日本で

看護師免許を取得する方法について，4.2.2で

EPA看護師候補者が看護師免許を取得する方法

について述べ，その後，4.2.3で日本の看護師免

許がなくても看護業務が認められている場合につ

いて，特例として述べる。

なお，外国人看護師の場合は,4.1.2の③で記

述した外国人医師の場合のような二国間協定の特

別措置はないので，英語版の看護師国家試験はな

い。

4.2.1一般の外国人が日本で看護師免許を取得す

る方法

①日本の看護学校卒業後，看護師国家試験に合

格

外国人が日本人と同様，日本の大学，短大，あ

るいは看護専門学校などの看護師養成所(以下｢看

護学校｣）において看護師として必要な学科を修

めて卒業後，看護師国家試験に合格し，看護師免

許を取得する。在留資格は「医療」である。ただ

し，在留資格が「定住者」などのケースは，看護

師免許取得後の在留資格が「医療」でない場合が
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ある。業務内容は日本人看護師と同様である。

②看護師国家試験受験資格認定後，看護師国家

試験に合格

外国において既に看護師免許を取得した者も，

日本で就労する場合には日本の看護師国家試験に

合格し，国家資格を取得する必要がある。看護師

国家試験受験に際しては，事前に看護師国家試験

受験資格認定を受ける必要がある。その際，日本

語能力試験N1(日本語能力試験1級を含む）の

認定を受けていることと記載されている。看護師

免許取得後の在留資格は「医療」であり，業務内

容は日本人看護師と同様である。

③准看護師免許取得後，看護師国家試験に合格

外国において既に看護師免許を取得した者で，

日本で看護師免許を取得できなかった者(4.2.1

の②で不合格者）は，准看護師試験（知事試験）

に合格し准看護師免許取得後，看護師国家試験を

目指す方法がある｡准看護師試験受験に際しては，

事前に准看護師試験受験資格認定を受ける必要が

ある。その際，日本語能力試験N1(日本語能力

試験1級を含む）の認定を受けていることと記載

されている。

なお，准看護師の在留期間は，資格取得後4年

間という制限があるため，4年以内に看護師国家

試験に合格し，看護師免許を取得しなければ帰国

せざるを得ない。

4.2.2EPA看護師候補者が日本で看護師免許を取

得する方法

①EPAの期間内に看護師国家試験に合格

EPAは二国間の協定のため，協定国によって

協定内容は異なる。EPA看護師候補者の要件と

日本語教育期間を，表6に示す。

EPA看護師候補者は，受け入れ施設で就労し

ながら原則3年以内に看護師国家試験に合格し，

｢EPA看護師」になる。EPA看護師候補者の在留

資格は「特定活動」であり，看護師国家試験に合

格し「EPA看護師」となっても，在留資格は「特

定活動」である。看護師資格取得後は在留期間

に制限はなく，業務内容は日本人看護師とほぼ

同様だが，在宅看護は認められていない。また，

EPA看護師が扶養している配偶者または子に限

り，日本での滞在が許可されている。

しかし，平井(2014)は,｢EPA看護師の在留

資格『特定活動』と『医療』を比較した場合,『医

療』では就労場所の制限がなく，在宅看護も可能

になり，配偶者も『家族滞在』となることから

(｢特定活動』の配偶者は『特定活動｣)，現在国内

のEPA看護師は『特定活動」から『医療」へと

変更するものが増えている｡｣4)と述べている。

つまり,EPA看護師には，在留資格が「特定

活動」と「医療」の2種類混在していることにな

る。

表6EPAに基づく看護師候補者の要件と日本語教育期間

看護師資格

自国での経験

【訪日前日本語研修】

※日本語能力試験
N2以上に合格し

た候補者は免除さ
れる

【訪日後日本語等研

修】

インドネシア人看護師候補者

インドネシアの法令に基づ

<看護師

看護師として2年以上就労

6か月

日本語能力試験研修後，
N52)程度以上に達してい
ること ○

(2014年よりの追加要件）

6か月

※日本語能力試験N22)以上
に合格した候補者は免除
される

フィリピン人看護師候補者 ベトナム人看護師候補者

フィリピンの法令に基づく ベトナムの法令に基づく看

看護師 護師

看護師として3年以上就労 看護師として2年以上就労

6か月 12か月

研修後，日本語能力試験 研修後，日本語能力試験
N 5

2）
程度以上に達してい N3

2）
以上に合格している

ること ◎ こと ○

(2016年よりの追加要件） (初年の2014年より実施）

6か月 か月

※日本語能力試験N22)以上
に合格した候補者は免除
される

国際厚生事業団「平成29年度版EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士受入れパンフレット」より，筆者作成
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②EPAの期間内に准看護師免許取得後，看護

師国家試験に合格

EPA看護師候補者が准看護師免許を取得後，

看護師国家試験を受験する方法もある。平井

(2014)は,｢2011年までEPAに基づく看護師候

補者には，准看護師の受験資格が認められないと

されていた。しかし,2011年12月に受験を希望す

るものに対し厚生労働省より『法律には自由貿易

協定(FTA)を含む経済連携協定(EPA)に基

づく外国人看護師の准看護師試験受験を問題とし

ない旨が書かれているため，受験を許可しないこ

とはない』との回答があり，その後,2012年より，

EPA看護師候補者にも准看護師受験の門戸が開

かれた｡｣5）と述べている。つまり,EPAの期間

内に准看護師免許を取得した場合,EPAの期間

終了後もEPA准看護師として，就労することが

できる。この場合,EPA看護師候補者として残

されている在留期間内であれば在留資格は「特

定活動」であるが，それを超えた場合は在留資格

を「医療」に変更しなければならない。しかし，

EPA准看護師として際限なく就労することは認

められておらず，准看護師免許取得後4年以内に

看護師国家試験に合格できなければ，帰国を余儀

なくされる。ここで重要なことは，准看護師免許

取得後4年以内という点である。EPA看護師候

補者として来日し，2年目に准看護師試験に合格

すればそこから4年以内となるため，合計6年間

の滞在となる。しかし,EPAで定められた期間

である3年間で看護師国家試験に合格できなけれ

IJ,1年の延長措置を申請し，最後の年に准看護

師試験に合格すれば,EPA准看護師としてさら

に4年間（最長8年間）日本で就労できるという

ことになる。

③看護師国家試験不合格で帰国後，再チャレン

ジし看護師国家試験に合格

EPA看護師が，一旦取得した看護師国家試験

の受験資格は,EPA看護師候補者が帰国しても

失効されない。したがって，帰国後，看護師国家

試験受験のために「短期滞在」査証を取得すれば

再入国が認められ，何度でも看護師国家試験を受

験することができる。

4.2.3日本の看護師免許がなくても看護業務が認

められている場合（特例）

日本の看護師免許がなくても，看護師業務を行

うことができる制度として，臨床修練制度があ

る。臨床研修制度は，「外国医師等が行う臨床修

練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法

律」において，医療に関する知識及び技能の修得

目的で入国した外国人看護師が，臨床修練病院等

において指導監督のもとに看護師に相当する業務

を行うことが許可されている。在留資格は｢研修」

である。

4.3外国人准看護師の場合

外国人が准看護師の免許を取得する方法も，看

護師同様，一般の外国人の場合とEPA看護師候

補者の場合が考えられるが,EPA看護師候補者

の場合は，4.2.2の②で述べた方法と同様である

ため割愛する。また，医師や看護師に見られた臨

床修練制度に関する記載は,見受けられなかった。

4.3.1一般の外国人が日本で准看護師免許を取得

する方法

①日本の准看護学校卒業後，准看護師試験に合格

外国人が日本の准看護師免許を取得するには，

日本人と同様，准看護学校あるいは看護学校を卒

業後，准看護師試験を受験する方法が考えられる

が，准看護学校の外国人入学については，管見の

限りではあるが，明記されていない。

②准看護師試験受験資格認定後，准看護師試験

に合格

外国人が日本で准看護師として就労する場合に

は，准看護師試験受験資格認定を受け，准看護師

試験に合格しなければならない。准看護師試験受

験資格認定の要件に，外国の看護学校を卒業し，

又は外国において看護師免許を得た者であること

となっている。また，日本の中学校及び高等学校

を卒業していない者については，日本語能力試験

N1(日本語能力試験1級を含む）の認定を受け
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ていることが明記されている。准看護師免許取得

後の在留資格は「医療」であり，4年の在留期間

制限があるので，准看護師として就労できるのは

4年であり，4年以内に看護師資格を取得しなけ

れば，帰国を余儀なくされる。しかし，在留資格

｢定住者」等の場合は，この限りではない。

5．考察

外国人が日本で医療に携わる資格を取得する方

法を，外国人医師，外国人看護師，外国人准看護

師と見てきた。

まず，外国人医師の場合，外国人が日本で医師

業務を行う方法は複数存在しているが，医師免許

を取得する方法は2種類である。1つは，日本人

同様，日本の医学部に入学して医学の知識と技術

等を習得し，卒業後に医師国家試験を受験する方

法である。もう1つは，外国で医学部を卒業する

か，あるいは既に医師免許を取得した外国人医師

が，医師国家試験受験資格認定あるいは医師国家

試験予備試験受験資格認定を受けたのちに，日本

の医師国家試験を受験する方法である。前者は，

日本の医学部等で教育を受けているため十分な日

本語力があると判断できる。また，後者は最初の

書類審査の段階で日本語能力試験N1(日本語能

力試験1級を含む）合格が要件となっているた

め，日本語力も医師としての知識や技術も十分で

あると考えられる。

一方，日本で外国人が看護師業務を行う方法も

4.2で見たように複数存在している。しかし，看

護師免許を取得する方法は，受験要件から見る

と，一般の外国人の場合とEPA看護師候補者の

場合では大きく異なっている。一般の外国人の場

合は，日本の看護学校卒業後看護師国家試験を受

験する方法と，看護師国家試験受験認定を受け看

護師国家試験を受験する方法がある。前者は，日

本の看護学校で教育を受け，看護師国家試験に合

格しているため，看護師業務を行うのに十分な日

本語力があると判断できる。後者は，看護師国家

試験受験資格認定に，日本語能力試験N1(日本

語能力試験1級を含む）合格が要件として挙げら

れている。

また，准看護師資格を取得する場合も，外国で

の看護学校卒業または看護師免許相当の免許が必

要であり，日本語能力試験N1(日本語能力試験

1級を含む）合格も課せられている。ここで注目

すべき点が，2つある。1つは，日本の准看護師

試験を受験する際は，母国で准看護師と同等の免

許ではなく，それより上の看護師免許に相当する

免許が必要となっている点である。もう1つは，

准看護師試験は，都道府県で実施される知事試験

であり，国家試験ではないにもかかわらず，日本

語能力試験Nl合格が要求されている点である。

人命に係る業務内容なので，当然とも言えるが相

当厳しい要件である。

それに対し,EPA看護師候補者の場合は，来

日時の日本語力が定められているだけで，その後

の日本語力は問われておらず，日本語による看護

師国家試験の合格のみが日本で看護師になる要

件である。つまり,EPA看護師候補者には，他

の医療職には課せられている日本語能力試験Nl

(日本語能力試験1級を含む）合格の要件が，課

せられていないのである。

以上のことから，看護師候補者が日本語をどの

程度習得できているのか，また，専門知識を習得

する日本語力が備わっているのかを判断するのが

困難である。このことが，看護師国家試験の合格

率や，看護師国家試験合格後,EPA看護師とし

ての就労に影響を及ぼしていると考える。しかし，

単に日本語能力試験Nlの受験対策の学習をさせ

れば良いというものでもない。なぜなら，これま

での研究で語彙・文法に関しては，日本語能力試

験と看護師国家試験では大きく異なっており，同

時に両試験の合格を目指させるのは看護師候補者

にとって負担が大きいからである。しかし，日本

語能力試験Nlは，「新聞の論説，評論など，論

理的にやや複雑な文章や抽象度の高い文章などを

読んで，文章の構成や内容が理解できる。内容

に深みのある読み物を読んで，話の流れや詳細な

表現意図が理解できる｡」2)レベルであり，日本
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語の能力試験Nlの日本語力を有していれば，外

国人日本語学習者にとっては正確な把握が意外

に難しい看護師国家試験の問題文6)を正確に読

み取ることができる。さらに医療現場で遭遇する

様々な日本語の困難点にも対応することができ

る。したがって，日本語教師の役割は，日本語

能力試験Nlの受験対策をそのままするのではな

く，その内容を把握した上で，看護師候補者の看

護師国家試験合格とその後の医療現場勤務と，両

方に資する内容を検討し提供することである。

さらに,看護師国家資格取得までの在留期間は，

現在は4.2.2.の②で述べたように，最長で8年

間可能である。20歳代半ばに来日し8年間という

時期は，人生において結婚，（出産)，育児の時期

でもある。そこで，まず看護師候補者自身が人生

設計をしっかり立て，それを踏まえて，何年で資

格取得を目指すのか，または，准看護師試験を受

験するのか否かなどを1つ1つ考慮する必要があ

る。その上で，看護師国家試験の日本語，日本語

能力試験N1の内容，医療現場での日本語などを

検討しながら，日本語教師と受け入れ施設の担当

者がともに支援方法を考慮する必要があるが，な

かなか実現が難しいのが現状である。

6．おわりに

一般の外国人医師，外国人看護師，外国人准看

護師の免許取得に至る要件を見ると，専門知識と

日本語力が保証されていることが窺える。一方，

EPA看護師候補者は，入国時の日本語力しか問

われていないため，就労後どのように日本語力を

伸ばすかが課題である。

また，在留期間の延長やEPA締結当初は許可

されていなかった准看護師試験の受験が可能と

なった。准看護師試験は，看護師国家試験と比較

して，試験問題数も少なく，状況設定問題のよう

な事例を扱った設問もない。また，試験内容も医

学的な問題に偏らず看護を中心とした内容に配慮

するとされている7)ため，自国で看護知識を習得

しているEPA看護師候補者には合格が容易く，

准看護師免許を取得する者が増加し,EPA締結

当初の状況とは大きく異なっていることが明らか

となった。

以上のことから，これまでは3年間で看護師国

家試験に合格できることを目標にして支援活動が

行われていたが，今後はEPA看護師候補者の人

生設計や日本語力に合わせ，日本語力の向上を図

りつつ専門知識の習得を長期間で検討する必要が

生じている。

【注】

1）布尾勝一郎(2016)「迷走する外国人看護・介護

人材の受け入れ』，ひつじ書房p26

2）日本語能力試験とは，日本語を母語としない人の

日本語能力を測定し,認定する試験のことである。

日本語能力試験にはNlからN5までの5つのレ

ベルがあり,Nlが一番難度が高い。各レベルの

認定の目安は【読む】【書く】という言語行動で

表されているが,2009年までの日本語能力試験(旧

試験）と対応させれば，下記のようになる。

･Nlは，幅広い場面で使われる日本語を理解

することができる。【読む】・新聞の論説，評

論など，論理的にやや複雑な文章や抽象度の

高い文章などを読んで，文章の構成や内容が

理解できる。・内容に深みのある読み物を読ん

で，話の流れや詳細な表現意図が理解できる。

【聞く】・自然なスピードの会話やニュース，

講義を聞いて，話の流れや内容，登場人物の

関係や内容の論理構成，要旨を把握すること

ができる。旧試験1級（漢字2,000字，語彙

10,000語日本語学習時間900時間）に対応し

ている。

･N2は，日常的な場面で使われる日本語の理解

に加え，より幅広い場面で使われる日本語を

理解することができる。【読む】．幅広い話題

について書かれた新聞や雑誌の記事・解説，

平易な評論など，論旨が明快な文章を読んで

文章の内容を理解することができる。・一般的

な話題に関する読み物を読んで，話の流れや

表現意図を理解することができる。【聞く】．
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3）

4）

日常的な場面に加えて幅広い場面で，自然に

近いスピードの，まとまりのある会話やニュー

スを聞いて，話の流れや内容．登場人物の関

係を理解したり，要旨を把握したりすること

ができる。旧試験2級（漢字1,OOO字,語彙6,000

語,日本語学習時間600時間）に対応している。

･N3は，日常的な場面で使われる日本語がある

程度理解できる。【読む】・日常的な話題につ

いて，読んで理解することができる。・新聞の

見出しなどから情報の概要がつかめる。・難易

度がやや高い文章は，言い換え表現が与えら

れれば，要旨が理解できる。【聞く】．やや自

然に近いスピードの会話を聞いて，内容や登

場人物の関係などがほぼ理解できる。旧試験

2級（漢字1,000字，語彙6,OOO語，日本語学習

時間600時間）と旧試験3級（漢字300字，語

彙1500語，日本語学習時間300時間）の間に新

設されたレベルである。

･N4は．基本的な日本語を理解することができ

る。【読む】・基本的な語彙や漢字を使って書

かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を，

読んで理解することができる。【聞く】・日常

的な場面で，ややゆっくりと話される会話で

あれば,内容がほぼ理解できる。旧試験3級(漢

字300字,語彙15帥語，日本語学習時間3帥時間）

に対応している。

･N5は，基本的な日本語をある程度理解するこ

とができる。【読む】・ひらがなやカタカナ，

基本的な漢字で書かれた文章が理解できる。

【聞く】・ゆっくり話される短い会話であれば，

必要な情報が聞き取れる。旧試験4級（漢字

100字，語彙8帥語日本語学習時間150時間）

に対応している。

外国人医師の他に,外国において助産師,看護師，

歯科衛生士，診療放射線技師，歯科技工士，臨床

検査技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士，

臨床工学技士，義肢装具士，言語聴覚士または救

急救命士に相当する資格を有する者が該当する。

薬剤師，はり師，きゅう師，あん摩マッサージ指

圧師，柔道整復師に相当する資格を持った者の臨

床修練は認められていない。

平井辰也(2014)「インドネシアEPA看護師受け

入れの現状一入国管理政策の問題点一」移民政策

学会14年度冬季大会www・iminseisaku.org/top/

conference/doc/141213_hirai.pdf(2017年3月23

日閲覧）

5）前掲4）

6）看護師国家試験の問題文で外国人学習者が困難な

ものに，複数の人物が登場する場合の動作主と行

為の受け手，省略された主語，長い連体修飾節な

どがある。

7）メヂカルフレンド社編(2016)I2017年版准看

護師試験問題．解答集｣，メヂカルフレンド社

p7
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